


②入所の受付

・申込書

・入所資格認定書類

・保育料算定書類

を児童福祉課または入所

①入所要件

いろいろな事情により

家庭で児童を保育で

きない場合

③提出書類の審査

父母等の就労状況を

確認

④面接

第一希望の保育所（園）で市の

担当者が保護者、児童と面接

・入所希望理由

・家庭事情

⑤入所決定

申込書及び面接により

選考し、児童の入所を

決定する

⑥入所承諾書

保護者に保育所入所

承諾書を送付

（保育料の決定）

⑦入所説明

入所決定の保育所（園）で入

所に関する説明を受けても

らいます



　  保育所(園)は､いろいろな事情によりご家庭で保育することができないお子さまを､

 地域社会とのつながりを密にしながら保護者の委託を受けて保育をし、健全な心身の

 発達をはかっていく通所型の児童福祉施設です。

　　 

 入所(園)の申込受付について

● 平成22年4月1日からの入所

期 間

　   8:30～17:15まで受付【土・日・祝日を除く】 

　 ※ただし、各保育所(園)においては、土曜日の8:30～12:30も受付しております。

申 込 先  ： 入所希望(第一希望)の保育所(園) または市児童福祉課 保育所係窓口

● 年度途中の入所（原則各月１日入所）

　保育所係窓口及び各保育所(園)で随時受付しております。5月以降の途中入所を希望

される方は、入所希望月の前月20日まで（20日が土、日、祝日の場合はその前日まで）

にお申込みください。

  保育所(園)へ入所できる児童 　　　　

○ 保育所(園)へ入所できる児童は、次の基準に該当する児童です。

　　る場合です。

(1) 居宅外で労働をすることを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がない場合。（出産予定月の前後２か月の間）

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期間にわたり疾病の状態にある、または精神若しくは身体に障害を有する同居の

親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) その他の前各号に類すると市長が認める状態にある場合。

(注１) 『集団生活に慣れさせるため』『社会生活を身につけさせるため』『下の子の保育に手がかかる

から』『友だちがいないから』『来年は小学校に入るから』 『遊ぶ場所がないから』と言うよう

な理由だけでは入所できません。

(注２) 上記の「保育所(園)へ入所できる基準」によって申込みされましても、次のような場合には入所

できないことがありますので、あらかじめご承知おきください。

１）申込内容に虚偽があった場合

　　場合もあります。)
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保育所(園)のご案内

 ： 平成22年1月4日(月)～1月15日(金)　

２）希望者が多数いるため、定員に余裕がない場合 (第２～３希望の保育所(園)に入所決定する

　　　小松島市に在住し、住民登録または外国人登録されている世帯を有する家庭の児童で、保護者

　　のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと

　　認められる場合であって、かつ、同居の親族等が当該児童を保育することができないと認められ

※育児休業期間終了により職場復帰予定の方は、この期間中に申込みできます。



  入所申込みに必要なもの　　　　

（２人以上申込みの場合、どちらかの方はコピ－でも可）

■入所資格認定書類

証 明 書 類
常勤・
パ－ト

内職
自営・
農漁業

出産 疾病等 障害等
看護・
介護等

就労等(予定)証明書 ○ ○

自 営 申 告 書 ○

母 子 手 帳 の 写 し ○

医 師 の 診 断 書 ○ ○

身体障害者手帳の写し ○

　　　　　　育児休業期間終了により職場復帰される方は、育児休業期間を証明する書類等が必要です。

■保育料算定書類

提 出 期 限

・ 市役所で申告をされる方は申告後、会場で申告書の控をもらい、すみやかに保育所係へ提出してください。
　 所得の無い方でも保育料算定に必要ですので、必ず市役所で申告をしてください。

・ 所得税が非課税の方は、平成21年度 市町村民(住民)税課税証明書が必要です。また、平成21年1月1日現在
　 に、小松島市以外で住民登録されていた方は、登録地の市町村で交付されます。

・ 確定申告の期間は2月16日(火）～3月15日（月）までとなっているため、2月末日以降に申告された方は、
　 申告が済み次第申告書の写しを児童福祉課保育所係まですみやかに提出してください。

  保育料について　　　

　 保育料は、父母の所得税額の合計額により決定をします。ただし、祖父母等が入所児童または

 父母を税法上の扶養にとっている場合や主たる生計者が祖父母等の場合には、その方の分も合算

 します。

 　平成２１年分の所得税額が未確定の世帯は、仮保育料を請求します。確定次第すみやかに申告

 書の控等を提出してください。確定後に保育料を算定し、決定をします。

　◎6月以降に税務課の課税台帳が整備された後、あらためて税額を再調査し、相違のあった方について

　　は、保育料を変更いたします。なお、修正申告等をされた場合は、すみやかに受付印のあるその控え

　　を提出してください。
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　の申告書の控 (写し)

【その他】　保育できないことを証明する書類（在学証明書、罹災証明書等）

平成２２年２月末日

【会社員・パート等】
　平成２１年分 源泉徴収票

※必要に応じて、上記に掲げる以外の書類の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

平成２２年１月末日

添 付 書 類

 給与所得者で確定申告の必要がなかった方

※必要に応じて、上記に掲げる以外の書類の提出を依頼する場合がありますのでご了承ください。

平成２２年２月末日

 税務署で確定申告をしている方 　平成２１年分 確定申告後

 市役所で申告している方 　平成２２年度分 市民税・
【自営業・農漁業等で税務署で申告の必要がなかった方】 　県民税申告書の控 (写し)

【自営業・農漁業等】

　① 保育所(園)入所申込書・・・入所児童１人につき１枚　
　② 申込書に添付する書類・・・入所児童１人につき各１枚必要

出産予定日の記入があるペー
ジの写し

常勤の方は源泉徴収票のみで可
勤務先の証明印が必要

備 考

看護・介護の場合、看護を要
する程度の記載必要



(１) 世帯の課税状況について

　　所得税額については平成21年分が、市町村民(住民)税額については平成21年度分が対象になりま

　す。所得税額は、住宅借入金等特別控除、配当控除および外国税額控除等をする前の税額となります。

(２) 第２子以降の保育料について

　　同一世帯から２人以上の児童が保育所及び幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児

　通園施設、児童デイサービス等のいずれかに入所（園）している場合、年齢が一番上の児童は全額、２

(３) 第３子以降の保育料について

　　18歳未満児が３人以上いる世帯で、第３子以降の児童（３歳未満児に限る）が保育所(園)に入所した

　場合、保育料は半額となります。ただし、２人以上が同時に入所し、上記（２）により保育料の軽減を

　受けている場合は除きます。

(４) Ｂ階層の保育料について

　　小松島市保育料基準表のＢ階層の世帯で、次に該当する場合は保育料が免除となります。

　　①母子、父子世帯等（別居は除く）

　　②次に掲げる在宅障害児（者）のいる世帯

　　　ア　身体障害者手帳の交付を受けている人

　　　イ　療育手帳の交付を受けている人

　　　ウ　特別児童扶養手当または国民年金の障害基礎年金等を受けている人

【申請に必要な書類】　 ①の場合　児童扶養手当証書の（写）または戸籍謄本など

　 　 　　　　　　　　 ②の場合　身体障害者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書、国民年金証書の写し

　この入所申込書は、保護者の方が次の点に注意し記入のうえ、希望する(第一希望)保育所(園) ま

たは児童福祉課 保育所係に提出してください。なお、ご家庭から２人以上の児童が同時に入所の申

し込みをされる場合は、それぞれの児童ごとに１枚の用紙を用いてください。

 ①『入所児童』の欄は、氏名にふりがなを付し、『性別』の欄には該当するものを○で囲んでください。
     入所児童の年齢は次の表により記入してください。

０歳児

１歳児

２歳児

３歳児

４歳児

５歳児

 ②『入所を希望する保育所名』は、希望する順位に従い保育所(園)名を記入してください。

　 　また、その保育所(園)を希望する理由を記入してください。(例：既に兄弟(姉妹)が入所しているた

　　 め・延長保育を実施しているため・距離が近いため等) 

 ③『保育の実施を希望する期間』は､下記④の『保育の実施を必要とする理由』に該当すると見込まれる
　  期間で、小学校就学始期に達するまでの範囲内で記入してください。

 ④『保育の実施を必要とする理由』の欄は､１ペ－ジの保育所(園)へ入所できる児童にある(1)から(6)ま
　  でのいずれの場合に該当するかを判断して、その該当する番号を全て記入してください。

 ⑤『入所児童の世帯員』の欄は、入所児童本人以外の入所児童の両親 (同居･別居の別を『備考』に記入
　  してください) 及び同居している親族等の全員について記入してください。

　  また、世帯員の中で入所児童の他に保育所及び幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障

　  害児通園施設、児童デイサービス等にお子さんがいる場合は、施設名を備考に記入してください。
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　人目の児童は半額の保育料になり、３人目以降の児童は無料になります。

◎年度途中の入所の場合は、入所希望月１日現在の年齢を記入してください。

入所申込書の記入上の注意

平成１６年　４月２日　～　平成１７年　４月１日

平成２１年　４月２日　～　平成２１年１０月１日

平成２０年　４月２日　～　平成２１年　４月１日

平成１９年　４月２日　～　平成２０年　４月１日

平成１８年　４月２日　～　平成１９年　４月１日

平成１７年　４月２日　～　平成１８年　４月１日



 ⑥ 裏面の家庭状況申告書欄には父母の状況を記入し、保育料算定のために必要な書類をあわせて添付
　  してください。

　  ※給与所得者の場合、勤務先の平成２１年分給与所得の源泉徴収票を添付してください。また、

　　確定申告をされる方は、確定申告時に申告書の控えを求めて、すみやかに提出してください。

入所承諾について

　保育所(園)への入所の承諾にあたっては、みなさん方の家庭事情をお聞きし、また、必要に応

じて実態調査をしたうえ、『保育に欠ける状況』を総合的に判断します。調査等についてのプラ

イバシーは固く守秘します。

　４月からの入所承諾等については、３月下旬にご家庭に通知します。

入所承諾後について

　保育所(園)入所承諾書を受け取った方は、各保育所（園）で入所説明を受けていただきますが、

次のことについてあらかじめご承知おきください。

① 入所(園)当初の保育時間

　入所当初は、お子さんにとって心身の負担にならないように、保育時間を短縮した『ならし保育』

を行います。(乳児３週間、幼児２週間程度）

② 休所(園)日

　日曜日、祝日、年末年始(12月29日～1月3日)、その他市長が必要と認めた日。

③ 保育時間について

　保育時間は原則として 平　日　　　8：30　～　17：15

土曜日　　　8：30　～　12：30 です。

　時間外保育を希望される場合は、保育所(園)にご相談ください。

　なお、保育時間は各保育所(園)によって異なります。詳しくは７ページをご覧ください。

④ 入所申込書記入内容の変更届

　入所申込書の記入内容(住所･世帯構成･勤務先等)に変更が生じたときは、入所している保育所(園)

または児童福祉課保育所係まで、すみやかに届けてください。

⑤ 保育所(園)の退所

　年度途中で退所(園)する場合は、退所(園)する前月の２０日までに、入所中の保育所(園)を通じ

て退所届を提出してください。届出書は各保育所(園)にあります。

⑥ 食事について

　０～２歳児　昼食(主食・副食)と間食(１０時・３時)

　３～５歳児　昼食(副食)と間食(３時)

　※食物アレルギーがあるため、食べられない食品があるお子さんには、医師の指示に基づき可能

　  な範囲で調理・除去を行っております。

　　（児童福祉課指定の「小松島市食物アレルギー児の主治医診断書」の提出が必要となります）

⑦ 健康・安全について

■健 康 診 断　 ： 嘱託医による内科及び歯科検診を年２回、発育測定を毎月行います。

■非常災害訓練　： 毎月１回、火災や地震などの想定避難訓練を行います。

⑧ 災害共済給付制度について

　保育所(園)でお子さんが負傷した場合などに､(独)日本スポ－ツ振興センタ－より医療費や見舞金

等を給付される制度があります。入所と同時にお子さんは加入することとなっております。

　※加入保険料は、保護者の方にも一部を負担していただきます。
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● 延長保育事業

 保護者の就労形態の多様化や通勤時間の増加に伴い、児童福祉の増進を図ることを目的に、通常の

開所時間を超えた保育を行う事業です。

　 ※ご利用にあたっては、事前に登録が必要な場合があります。詳しくは、保育園にお問い合わせ

　　ください。

● 一時預かり保育事業

　保育所(園)に入所していない児童の保護者が、疾病や入院、事故や災害、仕事上の都合で緊急・

一時的に保育が必要となる場合にお預かりする事業です。

　 ※ご利用にあたっては、事前に登録が必要です。詳しくは、保育園にお問い合わせください。

● 地域子育て支援センター事業

　子育て相談、施設の開放、親子で楽しめる行事や子育て全般の相談及び情報の提供など地域の需要

に応じた子育て支援事業です。

 　※詳しくは保育園にお問い合わせください。

● 休日保育事業

　保護者の勤務等により日曜・祝日等においても、お子さんの保育が必要となる場合にお預かりする

事業です。市内の認可保育所(園)に通所中のお子さんが対象となります。

　 ※ご利用にあたっては、事前に登録が必要です。詳しくは、保育園にお問い合わせください。

● 病児・病後児保育事業

○体調不良児対応型

【実施保育園】　かもめ保育園・花しんばり保育園

　自園の児童が保育中に微熱を出すなど体調不良となったが、保護者が勤務等の都合で直ちに迎えに

来られない場合において、保育所において保護者が迎えに来るまでの間預かる、当日の緊急対応等を

行う事業です。

○病児対応型

【実施施設】　徳島赤十字乳児院

【対象児童】　概ね６カ月から小学校３年生まで

　児童が病気になり集団生活が困難であり、かつ保護者の就労等により家庭での保育ができない場合

に一時的にお預かりする事業です。なお、在宅の児童でも同様の事情がある場合はお預かりいたします。

　※ご利用にあたっては、事前に登録が必要です。詳しくは、実施施設（TEL32-0555）にお問い合わせ

　　ください。

　　　 労働基準法の改定に伴い、平成９年４月からすべての事業所において、１週間の就労時間が４０時間に

　　 短縮されています。市内の全保育所(園)においては、職員の就労時間の短縮を図るため、保育に支障を来

　　 さないよう十分配慮しながら、土曜日は職員が交代で休む勤務体制で保育を行っております。

　　　 保護者の皆様におかれましては、すでに土曜休日を実施されている職場にご両親のどちらかが勤務され

 　　ているか、ご両親にかわる大人が家庭におられる等、土曜日に家庭で保育ができるご家庭につきましては、

　　 お子さんとのふれあいをより一層深めるためにも、ご家庭での保育にご協力お願いします。
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 【実施保育園】　かもめ保育園

 【実施保育園】　かもめ保育園 ・ ひかり保育園 ・ こまつしま健祥会保育園
　　　　　　　　 子安保育所 ・ 花しんばり保育園

 【実施保育園】　かもめ保育園 ・ こまつしま健祥会保育園

 【実施保育園】　かもめ保育園 ・ こまつしま健祥会保育園

各特別保育事業について

土曜日の保育についてのお願い



国 市

１ Ａ
被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人
等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援
に関する法律による支援給付受給世帯

0 0

7,500 6,000

　市民税　非課税世帯 （ 3,750 ） （ 3,000 ）

15,000 11,000

　市民税　均等割のみの世帯 （ 7,500 ） （ 5,500 ）

18,000 14,000

　市民税　所得割課税世帯 （ 9,000 ） （ 7,000 ）

22,000 19,000

　所得税　　9,000円未満 （ 11,000 ） （ 9,500 ）

27,000 24,000

　所得税　　9,000円以上 ～　 23,000円未満 （ 13,500 ） （ 12,000 ）

32,000 29,000

　所得税　　23,000円以上 ～　 40,000円未満 （ 16,000 ） （ 14,500 ）

40,000 35,000

　所得税　　40,000円以上 ～ 70,000円未満 （ 20,000 ） （ 17,500 ）

46,500 37,500

　所得税　70,000円以上 ～ 103,000円未満 （ 23,250 ） （ 18,750 ）

53,000 38,000

　所得税　103,000円以上 ～ 228,000円未満 （ 26,500 ） （ 19,000 ）

55,000 38,500

　所得税　228,000円以上 ～ 413,000円未満 （ 27,500 ） （ 19,250 ）

57,000 39,500

　所得税　413,000円以上 （ 28,500 ） （ 19,750 ）

   障害児通園施設，難聴幼児通園施設，肢体不自由児施設通園部，情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童デイサービスを利用して

  いる場合，保育料は、年齢が１番上の児童は全額、２人目の児童は半額、３人目以降の児童は無料となります。

※現時点では国の保育料徴収金基準額が示されていないため、未定となっておりますが、納付書送付時に
併せて同封し通知いたします。
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（参考）　　平成21年度　保 育 料 徴 収 基 準 額 表
区分

認　　定　　基　　準　　（円）
徴 収 金 基 準 額（月額）

３歳未満 ３歳以上

Ｄ７

4

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

2 Ｂ

3

Ｃ１

Ｃ２

   ただし、(１)による半額または無料の適用を受けている場合は除きます。

7 Ｄ８

(１)同一世帯から２人以上の児童が保育所及び幼稚園、認定こども園のいずれかに入所(園)している場合、もしくは特別支援学校幼稚部，知的

(２)１８歳未満の児童が３人以上いる世帯で、第３子以降の児童(３歳未満に限る)が入所した場合、保育料は半額となります。

5

Ｄ４

Ｄ５

6

Ｄ６



所　　在　　地

月～金曜日 土曜日 電　話　番　号

7:30～17:45 7:30～13:00
おおむね

６ヵ月～
60

　中郷町字加藤18-1
　℡　32-5081

7:30～17:45 7:30～13:00
おおむね

６ヵ月～
90

　中郷町字西久保4-1
　℡　32-9024

7:30～17:45 7:30～13:00
おおむね

６ヵ月～
75

　横須町11-7
　℡　32-2745

7:30～17:45 7:30～13:00
おおむね

６ヵ月～
40

　坂野町字目佐101
　℡　37-1290

7:30～17:45 7:30～13:00 １歳～ 45
　和田島町字明神北130
　℡　37-2044

7:30～17:45 7:30～13:00 １歳～ 40
　坂野町字根上り13-1
　℡　37-1770

7:30～17:45 7:30～13:00 １歳～ 60
　立江町字鍋寺109-4
　℡　37-2286

所　　在　　地

月～金曜日 土曜日 電　話　番　号

7:00～19:00 7:00～19:00
おおむね

６ヵ月～
90

　芝生町字赤石169-4
　℡　33-3151

6:50～19:00 6:50～19:00
おおむね

６ヵ月～
120

　和田島町字西林66-1
　℡　38-2270

7:０0～19:00 7:０0～19:00
おおむね

６ヵ月～
60

　田浦町字子安73
　℡　32-3462

7:00～19:00 7:00～18:00
おおむね

６ヵ月～
120

　中田町字新開２－８
　℡　32-0266

7:00～19:00 7:00～19:00
おおむね

６ヵ月～
90

　大林町字鎌須３８
　℡　37-1015

-７-

こまつしま健
けん

祥
しょう

会
　かい

保育園

目
め

佐
さ

保 育 所

和
わ

田
だ

島
じま

保 育 所

子
こ

安
やす

保 育 所

坂
さか

野
の

保 育 所

立
たつ

江
え

保 育 所

ひ か り 保 育 園

か も め 保 育 園

私 立 保 育 園 ( 所 ）

 

開　　所　　時　　間
入所年齢

定員
（人）

入所年齢
定員

（人）

開　　所　　時　　間

泰
たい

地
ち

保 育 所

横
よこ

須
す

保 育 所

花
はな

しんばり保育園

県
あがた

前
まえ

保 育 所

公 立 保 育 所

平成２２年度 保育所(園)一覧表
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